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香港は、1997 年に英国から中国へ返還されました。その後中国の特別行政区（※１）とされ、日本との租税条約や
租税協定（※２）の締結はなく、国際課税上特別扱いになっています。 
 
 
 

 
今回、日本-香港間の租税協定の基本合意によって、将来的には二重課税の調整が可能となります。これにより両国

間の投資の促進や経済交流の活発化が期待されます。租税協定のポイントは、以下の 4点です。 
 

１． 進出した企業の事業活動から生じる所得について、源泉地での課税対象が明確化されます。 

２． 投資先の国・地域における投資所得（配当、利子、使用料）に対する課税が以下のように軽減されます。 

    

 

 

 

 

 

 

３． 日本、香港の課税当局間での租税に関する情報交換が可能となります。 

４． 租税協定の濫用を防止するための規定も設けられます。 

 

今後、両国での承認手続き（香港では立法会、日本では国会）を経た後に発効される予定となっています。 

 

←解 説  

日日日本本本---香香香港港港間間間   租租租税税税協協協定定定にににつつついいいててて基基基本本本合合合意意意成成成立立立   

   

✔発  表： 日本財務省・香港政府 

✔発 表 日： 2010 年3月31日 

✔注目すべきポイント： 

・両国間の課税関係が明確化され、二重課税の回避へつながる 

✔影響： 

・両国課税当局間の情報交換が可能となるため、国際的な脱税及び租

税回避行為に対する監視が厳格化される 

・二重課税回避により両国間の投資・経済交流の活発化が期待される 
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 多くの日系企業は香港に拠点

を置き、そこを中心に中国を含

むアジア地域に事業展開すると

いったスキームを利用していま

す。しかし香港は中国の特別行

政区とされ、従来「日中租税条

約」の適用を受けることができま

せんでした。今回の租税協定合

意により、将来的な源泉税の軽

減等が期待されます。 

執筆： 姜 香花  
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（※１）特別行政区 ············· 本国の地方行政制度とは異なる行政機関が設置され、大幅な自治権が認められている地域。 

（※２）租税条約・租税協定 ····· 二国間で活動する個人や企業について、両国からの二重に課税されてしまう不利益を排除するよう、両

国で相互に課税権を調整し、課税の配分を定めた条約。 

 

配当、利子

使用料 親子間 その他

一律20％ 5％（10％以上） 10%
免税（政府等）
10％（その他）

5%

従来 協定案

配当
利子 使用料

 


